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総
務
委
員
会

文
教
厚
生
委
員
会

田
原
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の

の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
特

例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

問	

市
長
は
給
与
の
10
％
カ
ッ
ト
を
公
約
と

さ
れ
た
が
、10
％
と
し
た
数
字
の
根
拠
は
。

答	

副
市
長
の
給
与
を
下
回
ら
な
い
金
額
と

し
た
。

田
原
市
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

問	

特
定
警
察
職
員
等
に
該
当
す
る
者
は
何

人
い
る
か
。

答	
消
防
本
部
に
勤
務
す
る
消
防
司
令
以
下

の
階
級
の
消
防
職
員
が
該
当
す
る
が
、

現
時
点
の
再
任
用
職
員
の
中
に
は
い
な

い
。

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
Ⅰ
︱
Ａ

型
）
購
入
契
約
及
び
大
型
化
学
消
防
ポ

ン
プ
自
動
車
（
大
Ⅰ
型
）
購
入
契
約

問	

Ⅰ
︱
Ａ
型
と
大
Ⅰ
型
を
比
較
す
る
と
、

大
Ⅰ
型
の
方
が
予
定
価
格
が
高
い
が
、

落
札
金
額
は
大
Ⅰ
型
の
方
が
安
い
。
な

ぜ
か
。

答	

予
定
価
格
を
定
め
、
適
正
な
入
札
を

行
っ
て
い
る
。大
Ⅰ
型
の
落
札
金
額
は
、

企
業
努
力
に
よ
り
安
く
な
っ
た
と
解
釈

し
て
い
る
。

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
田
原
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

問	

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
法
人
市
民

税
均
等
割
の
税
率
区
分
の
基
準
で
あ
る

資
本
金
等
の
額
が
規
定
さ
れ
た
が
、
法

人
市
民
税
へ
の
影
響
は
あ
る
の
か
。

答	

多
少
影
響
す
る
事
業
所
は
あ
る
が
、
予

算
の
額
に
表
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
。

問	

ふ
る
さ
と
納
税
の
具
体
的
な
改
正
内
容

は
。

答	

所
得
控
除
・
税
額
控
除
を
受
け
る
場
合
、

従
来
は
確
定
申
告
を
行
う
必
要
が
あ
っ

た
が
、寄
付
が
５
団
体
（
地
方
自
治
体
）

以
内
で
、
ふ
る
さ
と
納
税
以
外
の
申
告

が
な
い
方
は
、
確
定
申
告
の
必
要
は
な

く
な
っ
た
。

問	

固
定
資
産
税
の
軽
減
割
合
を
定
め
る
協

定
避
難
家
屋
は
、
市
内
に
あ
る
の
か
。

答	

県
が
市
内
に
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
指

定
し
て
お
ら
ず
、
該
当
施
設
は
な
い
。

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
）

問	

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
と
課
税

限
度
額
引
き
上
げ
に
伴
う
影
響
額
は
。

答	

課
税
軽
減
は
、
５
割
・
２
割
軽
減
の
世

帯
が
延
べ
73
世
帯
増
、
３
８
０
万
円
の

軽
減
。
課
税
限
度
額
は
、
基
礎
・
後
期

高
齢
者
支
援
金
・
介
護
納
付
金
の
引
き

上
げ
に
よ
り
、
延
べ
２
５
３
世
帯
増
、

２
６
０
０
万
円
の
増
収
と
な
る
。

問	

資
産
割
に
よ
る
課
税
は
、
廃
止
し
た
近

隣
市
も
あ
り
、
廃
止
を
検
討
し
て
は
。

答	

低
所
得
者
の
軽
減
と
あ
わ
せ
て
検
討
し

て
い
く
。

主
な
質
疑

主
な
質
疑

田
原
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正

問	

温
泉
地
か
ら
運
搬
す
る
鉱
泉
に
、
入
湯

税
が
課
税
さ
れ
る
が
、
鉱
泉
浴
場
の
定

義
は
。

答	

鉱
泉
浴
場
と
は
、
温
泉
法
で
規
定
す
る

温
泉
を
利
用
す
る
浴
場
の
こ
と
で
、
運

び
湯
は
湧
出
地
点
の
状
況
で
判
断
さ
れ

る
。
今
回
、
対
象
と
な
る
施
設
は
、
県

か
ら
温
泉
利
用
の
許
可
を
受
け
て
お

り
、
入
湯
税
の
課
税
対
象
と
な
る
。

問	

利
用
料
金
１
５
０
０
円
以
下
で
日
帰
り

入
浴
す
る
者
は
入
湯
税
の
課
税
免
除
と

い
う
こ
と
だ
が
、
利
用
料
金
が
１
５
０
０

円
以
下
に
値
引
き
さ
れ
た
場
合
の
取
り

扱
い
は
。

答	

値
引
き
後
の
金
額
が
施
設
の
利
用
料
金
と

な
る
の
で
、
課
税
免
除
の
対
象
と
な
る
。

（
古
川
美
栄
委
員
）
専
決
は
、
議
会
に

か
け
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
中
で
、

市
民
が
不
利
益
を
こ
う
む
ら
な
い
よ
う
専

決
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
む
を
得
な
い

と
理
解
し
賛
成
す
る
。

賛成
（
河
邉
正
男
委
員
）
国
保
は
社
会
保
障

で
あ
り
、
国
庫
負
担
を
大
幅
に
引
き

上
げ
、
被
保
険
者
負
担
を
軽
減
す
る
べ
き
。

ま
た
、
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
を
専
決

で
行
う
こ
と
も
賛
同
で
き
な
い
。

反対 討
　
論

6月 8日
付託議案
3 件

6 月 8 日
付託議案7件


